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杉　野　圏　明

　　目　　　次

はじめに
第１節　工業用水問題と地域開発計画

第２節　愛知県におげる工業用水使用状況の推移……以上本号

第３節　工業用水間題と愛知用水

　第１項工業用水としての愛知用水

　第２項　県営工業用水道の建設問題

　第３項工業用水利用にかんする問題点

あとがき

は　じ　め　に

　昭和２５年５月２６日に公布された国土総合開発法にもとつき，日本資本主義は

地域開発政策を現実的に展開しはじめる 。昭和２６年９月２２日に経済安定本部国

土総合開発事務処より発表された『特定地域指定要請地選定の基本方針及ひ作

業概要』では，特定地域のユつとして木曽川流域をとりあげ，そこではｒ電源

開発」と「農業」の２つが，　「検討作業目表」のうちの「主導目標」とされ ，

ｒ副次目標」としてｒ国土保全」，「林業」，「名古屋四目市（関連施設）」とされ
　　　ユ）

ている 。

　ここにみられる，　ｒ名古屋四目市（関連施設）」というような抽象的な記述で

は， 具体的になにをさしているのか明確に知ることはできない。しかし，都市

開発との関連からみれば，都市用水及び工業用水に関連した施設というように

推察することはできよう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６ユ）
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　ちなみに昭和２７年４月１２目のｒ特定地域開発目標及ぴ開発計画立案上の問題

点について』では，ｒ木曽地域」における工（鉱）業立地条件の整備に関して ，

「名古屋市及ひ四目市市を中心として工業立地条件を整備する。之に伴 って ，

　　　　　　　　　　　　　　２）
必要な工業用水の確保につとめる 。」といわれているのである 。

　中夙工業地帯と工業用水にかかわる問題は，まさしく昭和２６年，あるいは同

２７年より提起されているのであ って，ここにはｒ新しい工業地帯」の造成にと

もなう工業用水の確保がいわれているのである 。

　問題はこうである。旧来，消費財を中心とした内陸型の軽工業地帯であ った

中思工業地帯が，鉄鋼，石油精製，石油化学たとの臨海性重化学工業地帯へと

脱皮するためには，工業用地の造成とあわせて，工業用水の確保が立地条件の

整備として不可欠であ った。すでに，われわれは，中夙工業地帯におげる工業

用地の造成とそれにかかわる諸問題については，なお価格分析を残していると
　　　　　　　　　　　　　　　３）
はいえ，それたりの検討をしてきた。この工業用地造成は，いわは日本資本主

義の高度経済成長と深くかかわるものであり ，それは日本独占資本の強蓄積を

すすめた地域開発の一環としての施策であ った。だが，用地造成だげではなく ，

工業資本の素材的生産に必要な工業用水の確保は，どのようなかたちで行なわ

れたのかということも ，このこととあわせて歴史的に分析をしておく必要があ

る。

　とりわげ，昭和２７年頃までにｒ特定地域」に指定されたｒ木曽川流域」，し

たが って本稿では，木曽川の水資源がいかに高度経済成長期に工業用水として

利用されるに至 ったかということを主題としたい。すたわち，木曽川の開発主

導目標が電源開発と農業用水の確保におかれていた当初計画が，その後いかな

る経緯を至て工業用水とかかわってくるのか，また最初は農業用水の確保のた

めに建設されるはずであ った愛知用水が，この工業用水の確保とどういう関係

にな ってきたのか，こうした点を解明しようとするのが本稿の課題である。そ

こで，われわれは，まず愛知県あるいは中京経済界が，工業用水の開発計画を

どのように推進してきたのかということを第１節で検討し，第２節では工業用

水の使用状況の推移を，そして第３節では愛知用水の工業用水への転用過程を

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６２）



　　　　　　　　　中京工業地帯における工業用水問題（Ｉ）（杉野）　　　　　　　　　３９

歴史的に分析し，つづいて愛知県営工業用水道の建設過程，および工業用水利

用にかんする問題点を明らかにしていくことにしたい 。

　　１）　『特定地域指定要請地選定の基本方針及び作業概要』 ，経済安定本部国土総合

　　　開発事務処，昭和２６年９月２２目 ，８ぺ一ジ 。

　　２）　『特定地域の開発目標及び開発計画立案上の問題点について』 ，経済安定本部

　　　国土総合開発事務処 ，昭和２７年４月１２目 ，１２べ一ジ 。

　　３）拙稿「中京工業地帯と工業用地問題（上）」，ｒ立命館経済学』 ，第２９巻５号，昭

　　　和５５年及びｒ中京工業地帯と工業用地問題（下）」 ，ｒ立命館経済学』 ，第３０巻１

　　　号 ，昭和５６年
。

第１節　工業用水問題と地域開発計画

　昭和３０年段階における愛知県の工業用水事情は，次のようなものであ った 。

　「従来中京地帯は工業用水では質量ともに有利な条件を備え，紡績工業や化

学工業（ことに化学繊維）の大企業誘致に役立 ったのであるが，重化学工業の振

輿という課題をなしとげる上から考えると用水の不足を来すことは明らかであ

る。 愛知県での工業用水使用量は年に１億８０００万トソで，この水源別の比率で

は河川水１３％，地下水７２劣，上水道ユユ％，海水４％とな っており ，不足量が
１， ＯＯＯ万トソ，５．６％に達している 。

　このような大量の使用に対し，周辺の河川は小観模なため，いきおい地下水

が濫掘使用される結果とな っている 。これは地盤沈下の危険を招き，深井戸の

水面低下をもたらしている。もちろん昭和３５年に完成が予定される愛知用水の

工業用水道計画もあるが，これも年問２，８００万トソの水を供給しうるにすぎず，

すでに給水中込量が供給計画最を上回 っているといわれる。将来臨海地帯の工

業発展を考慮に入れると ，さらに年問１億３０００万トソの供給計画は必要だとさ

れているから，水不足は近い将来深刻化する見込みだ。そこで必要な工業用水

を供給するためには，木曽川水系，庄内川水系の水資源の総合計画を再検討す
　　　　　　　　　　１）
る必要がおこっ てくる 。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６３）
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　ところで，昭和３３年に出されたｒ愛知県地方計画書』は，全７巻のうちその

第２巻をｒ水政部門」としており ，愛知県におげる水問題を最初にとりあげ ，

工業立地要因としては「工業用水」の確保を重視している 。

　さて，この第２巻では，愛知県をｒ木曽川河域」，ｒ矢作川河域」，　ｒ豊川河

域」の三河域に区分し，農業用水，工業用水，生活用水についての利水現況を

明らかにしている。以下，各河域について，工業用水の利用状況および将来計

画についてみると，次のようにな っている 。

　「木曽川河域」

　ｒ本河域は，北西にわが国最大の染色整理加工業地帯を，南に局度に発展し

た臨海工業地帯をようして，工業用水の使用量は，　　年問６１７百万虹に達

し， 愛知県全域の約６９％を占めている 。この河域における工業用水使用量のう

ち約４％は海水によっ て供給されているが，淡水によるもののうち，８９％程度

が地下水によっ て供給され，しかも，この大部分が深井戸による地下深部の被

圧面地下水である。これがこの河域におげる工業用水利用の特質といえる 。

　　・ここ数年問の化学工業の急激な発展は，工業用水の需要を益々増大し，表

面化した不足水量だげでも，この河域において年問約７００万虹を越える状態

である 。

　　　このため，この地帯に対しては，愛知用水を水源とする工業用水道計画

があ って，年間２，０８０万耐の水を供給しようとしているが，すでに購入申込
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
量が供給計画量を上廻って，新水源の探索が問題化している 。」

　なお，木曽川河域におげる工業用水水利権は，Ｏ．８６９６立方米／秒であるが
，

そのうち東洋紡績犬山工場がＯ．４１７立方米／秒，王子製紙春日井工場が，Ｏ．１８３

立方米／秒の水利権をもっ ており ，この２杜であわせてＯ．６立方米／秒，すなわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
ち全体の約７割を独占しているということは注意しておかたくてはならない 。

　「矢作川河域」

　「この河域は，明治初期に水車利用のガラ紡が発生して，小規模のガラ紡工

場が岡崎市を中心に存在し，自動車，紡績，繊維機械等の近代工業も挙母市 ・

岡崎市 ・安城市 ・刈谷市などにあ って，工業用水使用量は，……年問約１７０百

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６４）
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万耐で本県全使用量の１８．９〃こ達している 。

　水源別にこれをみれは，地下水が９１ユ劣で大半を占め，これについで，上水

道が８．３劣，河川湖沼水がＯ．６劣で，海水を使用しているものがごく僅か存在

する 。　　昭和３２年の工業セソサスの結果では，年問約６百万肘の水が不足

していることが判明した。現在，刈谷市に対して計画されている愛知用水を水
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
源とする工業用水の供給は，このような事情を克服するためのものである 。」

　なお，この矢作川河域には毎秒１．０６６８立方米の工業用水水利権が設定されて

いるが，そのうち毎秒Ｏ．７８７立方米を目清紡が，そして毎秒Ｏ．２２９立方米を目

本レーヨソ，あわせて毎秒１，０１６立方米，すなわち，この２杜で工業用水水利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
権全体の９５バーセソト以上を独占的に使用している 。

　「豊川河域」

　「この河域における工業生産の中心地は，豊橋市及び西宝地区である。この

河域全般の工業用水利用状況は，　　年問約ユ１２百万出で ，県下全域の１２４

％である。水源別には，全使用量の３４．６％を地下水に，６４．１％を上水道に依存

し， 残りの僅かを河川水（ひ６％），海水（Ｏ．７劣）から取水している 。……当河

域の豊橋市は，……豊川の伏流水や地下水の水源に恵まれているが，新設工場

の建設が具体的日程にのぼり ，当市における重工業の発展が予測される現在 ，

将来の工業用水の需要は，急速に増加するものと考えられる。西宝地区は，織

布・ 麻綱生産の全国的中心地として，高度の産業形態を整えているが，……特

殊な地形を構成しているため，集水面積が狭く ，河川表流の取水はもとより ，

飲料用地下水の汲上げにさえ困難を感じている状態であ って，産業の発展を強

く圧迫している 。この河域の工業用水の不足量は県全域の５・２％とな っている

が， 西宝地区における不足量がおもなものである。これらの事情に対処するた

め， 豊川用水事業計画に基き，豊橋地区への年問６２５百万肘，西宝地区へ８８０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
百万血の工業用水を供給する計画かあり ，その早期完成が望まれている 。」

　なお，この河域における工業用水水利権は，毎秒Ｏ．０２１立方米であり ，大企

　　　　　　　　　　　　　７）
業の独占的利用はみられない 。

　以上，われわれは，愛知県におげる三河域の工業用水利用状況と ，その将来

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６５）
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需要に対して「愛知用水」および「豊川用水」からの工業用水取水計画をみて

きた。そして，木曽川河域および矢作川河域においては大企業による工業用水

の独占的利用がみられ，なおかつ三河域ともに共通していることは，将来の工

業発展に対して相当量の工業用水不足が予想されているということである。こ

のことは，当初にみておいた文早の内容ともまた一致している 。

　そこで，これら三河域におげる工業用水利用の短期計画および長期計画をま

とめてみると ，次の２つの表のようになる 。

　これら２つの表によっ て三河域相互問および短期 ・長期計画を比較してみれ

は， ３つの河域のうち，名古屋工業地区を含む木曽川河域での工業用水利用量

が， 愛知県内では大部分をしめているということがわかる。さらにまた，昭和

３５年短期計画目標と昭和４０年長期計画目標との用水必要量の増大差も ，この木

曽川河域が毎秒６．９３立方米増大していることによるものであり ，他河域の毎秒
１． ６５立方米，毎秒１．０５立方米を大きく離している

。

第１表　工業用水（淡水）需要量表（昭和３５年目標計画）

河　　　域 必要水量
ｍ３／ｓｅｃ

表　　流　　水 地下水　　　計
工業生産高
　　（百万円）

　　　　　　　　Ｏ．８１（上水道）

　　　　　　　　
１． １６（市工一業用水道）

木曽川河域　　　　注１）　　
０・ ２９（小河川）

　　　　　　　　０．５０（木曽川）

２． ７６ １８ ．２７　　　　　２１ ．０３ ８５８ ，２１１

　　　　　　　　１．１２　（矢作川）

　　　　　　　　Ｏ．５０（上水道）

矢作川河域　　　　　　　　０．０３　（小河川）

１． ６５ ５， ４８　　　　　　７．１３ ２２１ ，４７９

　　　　　　　　２．５１（上水道）

豊川河域　０．０２（小河川）

計

２． ５３

６． ９４

２， ２０　　　　　４ ．７３

・・…１・・…１

７４ ，８３２

１， １５４ ，５２２

（原注）木曽川河域における名古屋市工業用水道１ ．１６ｍ３／ｓｅｃの水源は庄内用水を利用するもの 。

（注）ｒ愛知県地方計画書』第二巻，昭和３３年，２１５，２２８，２４３ぺ 一ジより作製 。

　　　　　　　　　　　　　　　（４６６）
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第２表　工業用水（淡水）需要量表（昭和４０年目標計画）

ゑ３

必要水量
ｍ３／ｓｅｃ

河　　　　域
表　　流　　水 地下水　　　計

工業生産額
　　　（百万円）

　　　　　　　　Ｏ．ｇ４　（上水道）

　　　　　　　　１．９７（市工業用水道）

木曽川河域　　Ｏ・５９（木曽川）

　　　　注１）　　５．８０（愛知用水）

　　　　　　　　Ｏ．２７　（小河川）

９． ５７ １８ ．３９　　　　　２７ ．９６ １， ０７１ ，７３４

　　　　　　　　２．２２　（矢作川）

　　　　　　　　Ｏ．５４（上水道）

矢作川河域
　　　　注２）　　Ｏ．０３　（小河川）

２． ７９ ５． ９９ ８． ７８ ２７２ ，９４９

　　　　　　　　２．７４　（上水道）

　　　　　　　　Ｏ．６９（豊川用水）

豊川河域　 Ｏ． ０２（小河川）

計

３． ４５

１５ ．８１

２． ３３ ５． ７８

２６ ．７１　　　　　４２ ．５２

９ユ ，４０３

１， ４３６ ，０８６

（原注１）木曽川河域における名古屋市工業用水逆の１ ・９７ｍ３／ｓｅｃのうち ，０ ・８１ｍ３／ｓｅｃ は名古屋市下水の１争化

　　　還元水を予定している 。愛知用水の５ ．８０ｍ３／ｓｅｃ は第一期計画分Ｏ ．８０ｍ３／ｓｅｃ と第二期計画分５ ．００ｍ３／

　　　ＳｅＣ を加えたもの 。

（原注２）矢作川河域における矢作川２・２２ｍ／３ｓｅｃのうち ，１ ・１０ｍ３／ｓｅｃ は短期計画から長期計画への増加分で

　　　あるが，その大部分は，衣浦地区工業地帯に対する補給を予定しているもの 。

（注）ｒ愛知県地方計画書』第二巻，昭和３３年，２！５，２２８，２４３ぺ 一ジより作製 。

　さらに，この木曽川河域におげる毎秒６．９３立方米の増大は，従来からこの地

域で工業用水の主要な利用形態であ った地下水の利用によるものではなく ，表

流水のうちの愛知用水（毎秒５．８０立方米）に，その大半を負 っていることもわか

る。 つまり ，こうした事情をふまえるならば，中夙工業地帯における工業用水

の確保は，愛知用水の建設にもっ ぱらその期待をかけていたのである 。

　昭和３５年という計画目標年次が一応終了した昭和３６年４月 ，中部経済連合会

は，　『中部径済１０カ年計画』を発表した。工業用水についてはその中で次のよ

うにふれられている 。

　　　「工業用水については，近来一般の関心が高まり ，工業用水道の建設も各地に活発

　に進められているが，現在程度の計画（昭和４５年）の工業用水需要予想＝目量！，４３５

　万トソ（毎秒１６６トソ，３３年実績２７１万トソに対し ，約５．３倍の増加を見込んでいる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６７）



４４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３１巻 ・第４号）

　　　杉野）では，本計画で目標とする生産を達成するのに，局地的にはなお不足を予

　測されるので，それらの地域では一層新用水道の建設に努力するなど，前に述べた諸

　対策を講じなけれぱならない。要するに，当地域は木曽 ，長良および揖斐の三大河川

　をはじめ ，水源には恵まれている地域であるので，いかにこれを活用し ，利用度を高

　めるかに間題はかか っており ，多目的ダムの建設その他の諸対策を強く実行すべきで
　　　　８）
　あろう 。」

　また，昭和３６年６月に発表されたｒ愛知県新地方計画基本構想（案）』では ，

「工業用水」について次のように述べられている 。

　　　「工業用水は，現在大部分が地下水にたよっ ているが，本県の工業発展は近年重化

　学工業にその重点が指向され，したが って大量の工業用水を必要としている。一方 ，

　地下水の供給可能量は次第に限界に近づいている。昭和３３年におげる工業用水（淡

　水）の使用状況は，目量名古屋市７５４千ｍ３，尾張地域４６６千ｍ３，西三河地域１３１千

　ｍ３，東三河地域８５千ｍ３ とた っているが，将来は内陸部はもとより ，埋立てによる臨

　海工業地帯の造成にともたい，工業用水需要量は急激な増加が予想され，この対策は
　　　　　　　　　　　　　９）
　とくに重要視する必要がある 。」

　この構想をふまえて成立したのが，愛知県の四倍増計画といわれた昭和３７年

の『愛知県新地方計画』である。この「新地方計画」では，昭和４５年までの生

産所得や第２次 ・第３次産業の伸び率を４００劣あるいはそれを若干上廻る程度

に想定しているのに対し，工業用水需要については６５７．１％というそれ以上に
　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
大きな伸び率を想定しているのである 。

　ところで，これを業種別にみれぱ次のようにな っている 。（第３表参照）

　この第３表からみると ，工業用水需要量の６５７％増の中心的内容とな ってい

るものが，鉄鋼の２，１３５劣増，窯業の２，Ｏ０７％増，木材の１，８５３％増であるこ

とがわかる。ところでこれを量的にみれば，鉄鋼は２００万立方米／目 ，窯業は

５８万立方米／目 ，木材は１０万立方米／目であり ，このうち窯業と木材は，化学の

２４１万立方米１目 ，繊維の１３６万立方米／目に劣る。つまり ，絶対量からみると ，

昭和４０年度から４５年度にかけて増大する３６０万立方米／目の中味は，化学の１４６

万立方米／目 ，鉄鋼の７９万立方米／目の両基軸をはじめとして，繊維４２万立方米

／日 ，そして窯業と紙バノレプがこれに次ぐという具合にな っているのである 。

だから「国民所得倍増計画」に対応した愛知県の４倍増計画も，工業用水需要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６８）



　　　　　　中京工業地帯における工業用水問題（Ｉ）（杉野）　　　　　　　　　４５

第３表　愛知県新地方計画目標年度におげる工業用水需要量（業種別）

４０年度 ４５年度 伸び率（％）
単位 基準年次 （ＢＨＡ）

（Ａ） （Ｂ）

４０年度 ４５年度

工業用水需要量 ｍ３／ｄａｙ １， ４８８ ，６３５ ６， １７６ ，６６７ ９， ７８２ ，２３２ ３， ６０５ ，５６５ ４１４ ．９ ６５７ ．１

鉄　　鋼 〃 ９８ ，５４７ １， ３１６ ，０８４ ２， １０５ ，７９６ ７８９ ，７１２ １， ３３５ ．５ ２， １３６ ．８

機　　械 〃 ６０ ，５６０ ２６４ ，Ｏ０２ ３９１ ，９２７ １２７ ，９２５ ４３５ ．９ ６４７ ．２

化　　学 〃 ３４６ ，６７５ １， ２９３ ，３５１ ２， ７５６ ，８８３ １， ４６３ ，５３２ ３７３ ．１ ７９５ ．２

食　　料 〃 ８３ ，７５４ ２７２ ，７８９ ３８８ ，６７６ １１５ ，８８７ ３２５ ．７ ４６４ ．１

繊　　維 〃 ６６５ ，９５８ １， ６０８ ，２９４ ２， ０３０ ，２０３ ４２１ ，９０９ ２４１ ．５ ３０４ ．８

木　　材 〃
６， ０７９ ４６ ，９７７ １１２ ，６９４ ６５ ，７１７ ７７２ ．８ １， ８５３ ．８

紙パル１プ 〃 ユ３０ ，３５０ ７１３ ，７８９ ９２９ ，０６９ ２１５ ，２８０ ５４７ ．６ ７１２ ．７

窯　　業 〃 ３０ ，６７５ ３８２ ，３２７ ６１５ ，７６７ ２３ ，４４０ １， ２４６ ．４ ２， Ｏ０７ ．４

その他 〃 １３ ，３７４ ３６ ，７９５ ９０ ，７６５ ５３ ，８８０ ２７５ ．１ ６７８ ．Ｏ

電　　気 〃 ２９ ，５０３ １９４ ，９８３ ２９４ ，０９０ ９９ ，１０７ ６６０ ．９ ９９６ ．８

ガ　　　ス 〃 ２３ ，１６０ ４７ ，２７６ ６６ ，４５２ ！９ ，１７６ ２０４ ．１ ２８６ ．９

『愛知県新地方計画』Ｉ ，愛知県新地方計画委員会，昭和３７年８月 ，ユ２ぺ一ジ 。

＊なお，（ＢＨＡ〕の欄は杉野が作製。基準年次は昭和３１年度～３３年度の平均 、

面からみると ，鉄鋼と化学を中心とした産業構成の高度化政策であるというこ

とがわかるであろう 。したが って，中京工業地帯の中核をしめる名古屋南部お

よぴ西部臨海工業地帯で，工業開発上問題とな っているのは，交通条件の整備

拡充，つまり産業用高速道路の建設と ，そしてこの地域の欠点とされている工

業用水の不足を解消させるための工業用水道の建設ということにな っていたの

である 。この工業用水確保という視点から，　ｒ新地方計画」では愛知用水につ

いて次のように述べている 。

　　「愛知用水については，３６年の幹線通水にともな って今後整備の急がれるものに名

　古屋南部臨海工業地帯に対する工業用水道があり ，愛知県営工業用水道事業の第１期

　・ 第２期工事として ，名古屋南部臨海工業地帯と ，これに北接する既成の工場地帯へ

　の給水が行なわれるものである 。両工事とも通水が開始されている 。

　　名古屋南部臨海工業地帯に対しては，さらに県営工業用水道事業第３期の計画があ

　っ て， 対岸長良川河ロダムを建設し ，これよりバイプによっ て高潮防波堤を経由し

　て ，３区および４区に給水することが考えられている。長良川河ロダムからは，名古
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ユ）
　屋西部臨海工業地帯へも給水されることにな っている 。」

　ここで，愛知県新地方計画を遂行するうえで中心課題の１つとな っていた工

業用水の業種別使用状況についてみると，次の表のようにな っている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６９）
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第４表愛知県工業用水使用状況（昭和３６年度～３９年度）

単位 基準年次　　３６年度 ３７年度 ３８年度 ３９年度

需　　用　　量 千ｍ３／目 １， ６７１（１００） １， ９３３（１１６） ２， ３３５（１４０） ３， ０６５（１８３） ３， ５６０（２１３）

鉄　　　　鋼 〃 １１８（１００） １９５（１６５） ２８０（２３７） ３６４（３０８） ５２３（４４３）

機　　　械 〃 ６５（１００） １１９（１８３） １３３（２０５） １６９（２６０） ２６４（４０６）

イヒ　　　学 〃 ３６８（１００） ３９７（１０８） ５３０（１４４） ９０５（２４６） ９２４（２５１）

食　　　　料 〃 １１２（１００） １２０（１０８） １２２（１０９） １３２（１１７） ２６６（２３８）

繊　　　　維 〃 ７３４（１００） ７９５（１０８） ９０３（１１４） ９６６（２１３） ９６８（１２３）

木　　　　材 〃 ９（１００） １０（１１１） １１（１２２） １２（１３３） １９（２１１）

紙　　　　ノく 〃 １５５（１００） １５６（１０１） １５６（１０１） ２９９（１９３） ３４９（２２５）

窯　　　　業 〃 ３７（１００） ４５（１２２） ６６（１７８） ７３（１９７） ８４（２２７）

そ　の　他 〃 ２０（１００） ２２（１１０） ３０（１５０） ３６（１８０） ３７（１８５）

電　　　　気 〃 ３０（１００） ５０（１６８） ７９（２６３） ８２（２７３） ９４（３１３）

ガ　　　　　　ス 〃 ２３（１００） ２４（１０４） ２５（１０９） ２７（１１７） ３２（１３９）

（注１）『計画財票の達成状況』（愛知県新地方計画，昭和４ユ年，４２年度実施要綱），愛知県新地方計画推進協議会，

　　昭和４１年９月 ，２６－２７ぺ一ジ 。

（注２）なお基準年次は昭和３１年度～３３年度平均。（）内は杉野が算出 。

　工業用水の業種別使用状況からみると ，全工業部門におげる昭和４０年度目標

が基準年（昭和３１～３３年平均）の４１５％であるのに対し，３９年度実績はその２１３

％で，ほぽ半分の達成率でしかない。にもかかわらず，鉄鋼および機械につい

てみると ，いずれも４００％を超過しており ，そのかぎりでは鉄鋼業と機械工業

を中心とした水利用の形態がなされたとみることができる。したが って，臨海

部におげる鉄鋼と内陸部におげる機械を両軸とした愛知県の経済成長４倍増計

画が，ここでは見事に開花したといえよう 。さらにこのことを愛知県の利水計

画遂行状況と照らしあわせてみると，問題の所在はい っそう判然としてくる

（第５表参照）。

　すでにみてきていることであるが，愛知県の地方計画の水政部門では，利水

に関して三河域に地域区分していたが，ここでは特にその地域区分は必要では

ない。というのも，局度経済成長期におげる愛知県の利水状況をみると ，三河

域におげる地域的た差異はほとんとなく ，工業用水およぴ都市化にともなう水

道用水の急増という現象と ，農業用水の停滞という現象がきわめて明確なかた

ちであらわれてくるのである 。

　また数値的にみても，農業用水需要量がこの問に２劣，毎秒２立方米の増加

　　　　　　　　　　　　　　　　（４７０）



　　　　　　　　　中京工業地帯における工業用水問題（Ｉ）（杉野）

　　　　　　第５表愛知県におげる利水状況（昭和３６～３９年度）

（農業用水需要量）

４７

単位 基準年次 ３６年度 ３７年度 ３８年度 ３９年度

総　　　数 ｍ３／Ｓ
２５６ ．４８

１００）

２５６ ．４８

１００）

２５８ ．４８

１０１）

２５８ ．４８

１０１）

２５８ ．４８

１０１）

木曽川河域 〃

１１１ ．ＯＯ

１００）

１１１ ．００

１００）

１１３ ．ＯＯ

１０２）

１１３ ．ＯＯ

１０２）

１１３ ．ＯＯ

１０２）

矢作川河域 〃
９７ ．９２

１００）

９７ ．９２

１００）

９７ ．９２

１００）

９７ ．９２

１００）

９７ ．９２

１００）

豊川河域 〃

４７ ．５６

１００）

４７ ．５６

１００）

４７ ．５６

１００）

４７ ．５６

１００）

４７ ．５６

１００）

（工業用水需要量）

総　　　　数 千ｍ３／Ｄ
ユ， ６７１

１００）

１， ９３３

１１６）

２， ３３５

１４０）

３， ０６５

１８３）

３， ５６０

２１３）

木曽川河域 〃

ユ， ３６５

１００）

ユ， ５４７

１１３）

１， ６６７

１２２）

２， ２６７

１６６）

２， ６４１

！９３）

矢作川河域 〃

　　１７４

１００）

　　２３３

１３４）

　　４８４

２７８）

　　５５０

３１６）

　　６ユ６

３５４）

豊川河域 〃

　　１３２

１００）

　　１５３

１１６）

　　１８４

１３９）

　　２４８

１８５）

　　３０３

２３０）

（水道　用　水）

総　　　数 ｍ３／Ｄ
７３１ ，６３６

　（１００）

９３１ ，ユ０９

　（１２７）

１， ０３１ ，１７３

　　　（１４０）

１， ユ０３ ，３２９

　　　（！５１）

１， １８１ ，１９２

　　　（１６１）

木曽川河域 〃

６２０ ，６９１

　（１００）

７６９ ，７３８

　（１２４）

８５８ ，４８４

　（１３８）

９１３ ，４５３

　（１４７）

９８０ ，６３２

　（１５８）

矢作川河域 〃

５３ ，０４２

１００）

８５ ，６９０

１６２）

８９ ，７４８

１６９）

９７ ，８６４

１８５）

１０８ ，５２７

　（２０５）

叢川河域 〃

５７ ，９０３

１００）

７５ ，６８１

１３１）

８２ ，９４１

１４３）

９２ ，０１２

１５９）

９２ ，０３３

１５９）

前表と同じ ，３８－３９ぺ一ジ 。

を示したということは，これを２丞時問で換算すると ，１７２．８千立方米というこ

とであり ，これを工業用水需要量の増加量，１，８８９千立方米の僅か１割にもみ

たない。また水道用水の増加量５４９千立方米にくらべてもその３割強の増加で

しかない。ということは，この期におげる利水計画は鉄鋼を中心とする重化学

工業の政策に対応した工業用水の需要増加，および大都市化にともなう水道用

水の需要増加に対応したものであ ったということができよう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７ユ）



４８　　　　　　　　　　　　立命館径済学（第３１巻 ・第４号）

　愛知県新地方計画のｒ昭和４１ ・４２年度実施要綱』（昭和４１年９月）では，工業

用水の需要について次のような問題点を指摘している。すなわち昭和４０年度は

短期目標に対して実績はその６９劣と下まわったが，これは用水多消費型の鉄鋼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ２）
や繊維の生産が伸び悩んだためとしている 。

　生産の面においてはともかく ，長期的にみると ，「愛知用水第３期，西三河
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
第１期，豊川第１期等の工業用水道事業計画の推進が必要とたろう」と述べら

れているのである 。

　現実に「生産の伸ひ悩み」があ ったにせよ，工業用水道事業の推進が間題と

されるのは，端的にいえは鉄鋼業や重化学工業なとの地域工業構成の高度化が ，

愛知県の地方計画及び新地方計画で意図されているからであり ，まさしくそれ

は， これらの大工業の具体的な担い手である目本独占資本の意向でもあ ったか

らである 。業種別にみた工業用水の需要についてみれば，鉄鋼業の４４３％，機

械工業の４０６％とい った急激た需要増が，いわば突出したかたちであ ったこと

は， やはり事実として明確にしておかねぱならないであろう 。だから，この

４４３％という鉄鋼業の需要増をぼ，繊維工業の１２３％増と同列にして，ひとし

く用水需要の伸び悩みを説明するのは誤りである。もし，誤りでないとするた

らば，愛知県は，鉄鋼業による用水需要増をより大きたものとして想定してい

たからかもしれない 。

　問題に深入りすることを避げて，われわれは，愛知県におげる工業用水の確

保計画がどのように推進されてきたのか，その経緯を歴史的に追究していくこ

とにしよう 。

　さて，高度経済成長をふまえて，昭和４３年６月に中部圏開発整備地方協議会

は，　『中部圏基本開発整備計画』を発表している。その中では，工業用水道の

建設について次のように述べられている 。

　　「中部圏におげる工業発展に伴い，工業用水の需要は，急速に増大することが予想

　される。工業用水は，回収率の向上，海水への転換等により淡水利用の効率化を促進

　する必要があるが，臨海工業地帯を中心とする工業用水道の需要は，今後とも急速に

　増大するものと予想されるので ，工業用水道の整備拡充を積極的に推進する必要があ

　る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７２）
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　このため ，工業用水道は，各地域に計画される工業配置に対応し，農業用水，水道

用水等との関連における効率的な水源を確保して ，工業用水の安定的な供給がはから
　　　　　　　　　　　　　　１４）
れるよう事業を推進するものとする 。」

　この文章でいわれていることは，農業用水や上水道用水については，これを

なんとか節水させながら，臨海工業地帯に立地してくる巨大企業のための工業

用水だげはなんとか「安定的に」確保すべきであるということである 。

　すでに，工業化の進展によっ て労働力は名古屋市およびその周辺地域に集中

しつつあり ，農地は商業用地，住宅用地，あるいは工場用地と化しつつあ った 、

したが って，用水の効率的利用というのは，農業用水および上水道用水を節減

し， 工業用水を大最に確保するということになる。もし，このメヵニ ズムを農

業用水および上水道用水に対する高料金，そして工業用水は低料金にするとい

う価格差に求めるのであれは，用水の効率的利用というものが，独占資本本位

の用水計画，工業用水道建設計画であることは，もはや説明を要するまでもあ

るまい 。

　昭和４５年１月に発表されたｒ第３次愛知県地方計画』によると，工業用水の

確保については，より一層積極的な県側の姿勢が打ち出されてくる 。

　「多量の工業用水需要に対処して，工業用水の開発を推進しなけれぼならな

いが，地下水の開発は多くを望めない実情にあるので，回収水の利用を大巾に

拡大するほかは，河川表流水等を水源とする工業用水道の建設を積極的に推進
　　　　　　　　ユ５）
したけれぼならたい 。」

　この文章は，さきのｒ中部圏基本開発整備計画』とほぼ同じような内容であ

るから，これとい って目新しいものはたい。しかしながら，それに続く文章の

中で愛知県におげる工業用水需要をぱ昭和６０年でおよそ一目にユ８００万立方米と

予想し，かつ工業用水道によるものを一目に４００万立方米と見込んでいる点に
　　　　　　　　　　　１６）
注目しておかねぱならない。つまり ，昭和４５年を目標としたｒ愛知県新地方計

画』では工業用水需要を約９７８万立方米とされていたものが，昭和６０年には
，

ほほその倍に近い１８００万立方米とな っているのである。換言すれば，局度経済

成長期が一段落Ｌた時点でも，たお愛知県では，工業用水にかんするかぎり倍

　　　　　　　　　　　　　　　　（４７３）
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第６表愛知県工業用水事業（昭和４５年）の概要

事　 業　 名　１工　期１ 計画給水量

愛知用水工業用水道第４期事業 昭和４５－４７年 ３０万ｍ３／目

愛知用水工業用水遣第５期事業 昭和４６－４９年 ３０万ｍ３／目

名古屋西部工業用水道事業 昭和４６－４９年 約５０万ｍ３／日

西三河工業用水事業第一期工事 昭和４１－５４年 約３０万ｍ３／目

東三河工業用水事業第二期工事 昭和４６－５０年 １２万８千ｍ３／目

設楽ダム建設等による水資源確保

『第３次愛知県地方計画』，昭和４５年，１８８－１８９ぺ一ジ
。

ｔなお，同前書１３９表（３２０ぺ一ジ）では，工期も計画給水量も本表とは異な っている 。

増計画にな っているということである。そして長期的た工業用水道事業計画と

しては，次のような計画が真体的に施行されようとしているのである
。

　この計画でみると，愛知用水工業用水事業の第４期事業分だけで，１目の計

画給水量は３０万虹とた っており ，年間に換算すると，約１億皿方米となる 。

しかもこの１億立方米という工業用水量は，昭和３３年頃の愛知県全体の工業用

水使用量に比敵する規模のものなのである。愛知県の重化学工業化のために ，

愛知県は資金も労働力も提供しつつ，工業用水道事業を行なって，広大な工業

用地とそれに見合う工業用水を確保し，なおかつ用水を巨大企業に，つまり独

占資本に供給しようとしているのである。こうした工業用水道の建設が，地域

住民の負担を加重し，かつまたすくれて国家権力と地方自治体を利用した独占

資本の強蓄積運動の１つであるということは，いまさらくり返し述べるまでも

あるまい 。

１）山本正雄編，『目本の工業地帯』（莇栄吉担当） ，岩波書店 ，昭和３４年 ，１３４べ一

　ジ 。

２）愛知県，ｒ愛知県地方計画書』 ，第二巻，昭和３３年 ，７５～７７ぺ 一ジ 。

３）　同上書，７６べ一ジ。たお原資料は『工業用水水利権の現況表』（昭和３２年，県

　河港課調）とた っている 。

４）　同上書，１１０べ一ジ
。

５）　同上書，１１１～１１２ぺ一ジ。なお原資料は『工業用水水利権の現況表』（前出）

　である 。

６）　同上書，１４０～１４１べ一ジ
。

７）　同前 ，１４１ぺ一ジ。原資料は『工業用水水利権の現況表』（前出）である 。
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８）中部経済連合会，ｒ中部経済１０カ年計画』 ，昭和３６年，４１～４２べ一ジ
。

９）愛知県，ｒ愛知県新地方計画基本構想（案）』 ，昭和３６年 ，５１～５２ぺ一ジ
。

１０）愛知県新地方計画委員会，ｒ愛知県新地方計画』 ，Ｉ ，昭和３７年 ，１２ぺ一ジ 。

１１）　同前書，８３ぺ一ジ 。

１２）　愛知県新地方計画推進揚議会，『昭和４１ ・４２年度実施要綱』 ，昭和４１年 ，７６ぺ一

　ジ 。

１３）　同前，同ぺ一ジ 。

１４）　中部圏開発整備地方協議会，ｒ中部圏基本開発整備計画』 ，昭和４３年 ，６９へ一

　ジ 。

１５）愛知県 ，ｒ第３次愛知県地方計画』 ，昭和４５年 ，１８４～１８５べ 一ジ 。

１６）　同上 ，１８５べ一ジ
。

第２節　愛知県における工業用水使用状況の推移

　われわれは，第１節において，中京工業地帯におげる工業用水の供給計画を

歴史的にみてきた。その中で，もっとも注目すべきことは，鉄鋼および化学，

機械とい った重化学工業のための工業用水確保計画であ ったこと ，そして，そ

れは中思工業地帯の重化学工業化政策の一環として位置つげられるものであ っ

たということである。したが って，本節ではこの工業用水供給計画にもとづい

て， 中京工業地帯の工業用水使用量が，現実にどう変化してきたかを検討する

ことにしたい 。

　さて，中足工業地帯というときには，桑名 ・四目市，あるいは鈴鹿の各工業

地帯，あるいは岐阜県の工業地区も含めるが，ここではさしあたり ，愛知県の

工業地区というように置き換えて数字を追うことにする。これは，工業用水確

保にともなう杜会経済関係を中心的な考察対象にしているために，中京工業地

帯の範囲をあえて縮小するためである 。

　さて，戦後の高度成長期とそれにひきつづく時期は，目本におげる工業分布

を大きく変更させてきた。また業種別にみても，鉄鋼および石油精製，石油化

学， そして輸送用機械（自動車）が各工場立地府県の工業生産額を増大させる

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７５）
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とともに，工業用水の使用量もまた地域的に大きな変化をみせてきている 。そ

こで，かつて目本の４大工業地帯といわれた都府県およびその周辺の県につい

て， 工業用水使用量が歴史経過的にどのように変化してきたかをみておこう 。

　第７表は，いわゆる目本の工業的都府県の工業用水使用量の推移をみたもの

である 。

　第７表から，われわれはいくつかの傾向をよみとることができる 。

　まず，昭和３８年段階では，東京都はかなりの工業用水使用量であ ったが，市

街地化の進展と工場の他県への移転によっ て， 工業用水需要量が減少し，その

ために工業用水使用量も，昭和５０年には４２劣も大巾に減少している。製紙工業

を中心として工業用水量が比較的多か った静岡県は，昭和３８年から昭和５０年に

かけて５４％の増加を示しているが，太平洋ベノレト地帯に位置する県としては ，

相対的に停滞しているといわねぼならたい。また，昭和３８年には，府県段階で

は第１位をしめていた福岡県は，同じ期問に７２％の増加を示しているが，これ

もまた相対的停滞といわねばならない。なぜかといえぱ，昭和５０年には，この

第７表からだげでも６位に転落しているからである。同じような煩向は，神奈

川， 大阪についてもあてはまる。つまり ，これら２つの府県は，同時期に ，

　　　　第７表　主要工業都府県におげる工業用水使用量（含海水）推移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ：千立方米／日）

愛知 千葉 東京 神奈川 静　岡 大　阪 兵庫 山　口 福　岡

Ｓ． ３８ ２， ６５０ ２， ４７２ ３， ２７８ ４， ６５７ ３， ３５６ ３， ２１２ ４， ６５６ ４， ５１５ ５， １５０

Ｓ． ３９ ３， ７５６ ２， ７８８ ３， ５７９ ５， ６６９ ４， ０８２ ３， ２０９ ４， ６３２ ５， ５４８ ５， ４６２

Ｓ． ４０ ３， ９０５ ３， １８６ ２， ８８４ ６， ０３７ ３， ４１０ ３， ６１９ ４， ９４３ ６， ３２９ ６， ３９９

Ｓ． ４１ ４， ０３３ ４， ３９９ ２， １６２ ６， ２０２ ３， ６２３ ３， ６５８ ５， １８３ ６， ６６７ ６， ９７４

Ｓ． ４２ ４， ７４４ ４， ８６４ ２， ０７１ ７， ５８７ ３， ７０２ ４， ２５８ ５， ８２６ ６， ７２０ ７， １６３

Ｓ． ４３ ５， ６８１ ６， ２４０ ２， １８２ ８， ４１２ ３， ９５０ ４， ６１３ ６． ４１９ ７， ５４２ ７， １９４

Ｓ． ４４ ６， ８５１ ８， ０５２ ２， １６２ ９， ２３２ ４， １４０ ５， ７２３ ７， ０９５ ８， ５５９ ７， ４５８

Ｓ． ４５ ７， ６２９ １０，８９９ ２， ２８９ ９， ５８９ ４， ５９１ ６． ２８１ ７， ８９４ ９， ６０３ ８， １８１

Ｓ． ４６ ８， ８０６ １２，４２９ ２， １３３ １０ ，３０２ ４， ６８７ ６， ７６５ ９， ９６２ １０ ，１９２ ８， ２３５

Ｓ． ４７ ９， ０５４ １３ ，７８６ １， ９３３ １０ ，５３１ ４， ９３８ ７， ３７４ １０，３４１ １１ ．４９０ ７， ８６４

Ｓ． ４８ １２，３７７ １５ ，４６７ ２， ０７４ １０ ，５２５ ５， １２９ ７， ７９０ １２，３１５ １２，１５６ ８， ７３１

Ｓ． ４９ １２，５９２ １６ ，０４３ １， ９２９ １０ ，０１５ ５， ２９３ ８， ９８２ １４ ，２１９ １３ ，１１８ ９， ０２４

Ｓ． ５０ １４，０７４ １６ ，０５８ １， ８９１ ９， ３９３ ５， １６９ ８， ５７９ １３ ，１２７ １３ ，６４０ ８， ８４６

（注）［工業統計表（用地 ・用水編）』，各年版よ～

（４７６）
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ユ０２％，１６７％と増加しているが，それでも ，他の県にくらべると，相対的た伸

ひ悩み傾向といえるのである 。新しい工業県，京葉工業地帯といえるまでに発

展した千葉県，阪神工業地帯の中核で播磨工業地区の躍進がめさましい兵庫県 ，

そして石油化学，石油精製業の立地が多かった山口県についてみると ，この期

問における工業用水使用最は，実に，５５０劣，ユ８２劣，２０２％の増加であ って ，

静岡，福岡，神奈川の各県とは異な った伸び率の態様を示しているのである 。

もしも ，大阪，兵庫，山口の３府県を１つのグノレープとみなすと ，ここでは千

葉県の突出が目につかざるをえたい。つまり５５０％増というのは，昭和３８年段

階における基礎数字カミ千葉県のぼあいは第７表都府県のうちで最低であり ，そ

れだけに驚異的な仲び率を示したことにたる 。もっとも ，昭和５０年段階では絶

対量としても全国第１位にな っていることを忘れてはならない 。

　ところで，中思工業地帯の中軸をなしている愛知県のはあいはとうか。昭和

３８年の段階では，工業用水使用量は，千葉県とほぼ同じ程度で，工業都府県の

中では最低に近いものであ った。相当程度の工業集積があり ，４大工業地帯の

ユつといわれなカミらも ，工業用水の利用状況からみるならぼ，必ずしも ，工業

地帯，工業地区とはいえたいようた状況であ った。ところが，昭和５０年になる

と， 工業用水使用量でも，千葉県に次いで第２位となり ，この期問におげる増

加は４３１％と ，千葉県に次ぐ伸び率となっている。４３１％という数字は，愛知

県における４倍増計画にみあ ったものであり ，計画と実施がぴったりと一致し

ていると評価してもよいであろう 。まとめて云うと ，昭和３８年から５０年にかげ

ての時期に，工業用水使用量は，千葉県と愛知県がずば抜けて高い伸び率を示

し， 現実の工業用水使用量も ，全国で第１位と第２位をしめているということ

である。いわば戦後目本資本主義の高度経済成長を担った府県としては，工業

用水という視点からすれぼ，千葉県と愛知県であ ったということも出来るので

ある 。

　次に，愛知県における工業用水の使用状況について，その業種別推移がどの

ようにな っているか分析しておこう 。

　第８表は，昭和３８年から昭和５０年にかげての，推移をまとめたものである 。
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１９６３

食　　　　品　　１ ，１３４

繊維８
，２８６

繊維製品　　　１２
木材 ・木製品　　　７２

家具装備品　　　３５
紙・ バルブ　　２，５６８

出版 ・印刷　　　４５

化　学７
，５２３

石油 ・石炭製品　　　　　７

ゴ　ム 　製品　　　２４８

皮　　　　革　　　　五
窯　　　　業　　　６２４

鉄　　　　鋼　　２，６０１

非鉄金属　　３３９
金　　　　属　　　１９２

一般機械　　　３８２
電気機械　　　２８０
輸送用機械　　　７４１

精密機械　　　４８
そ　　の　他　　　２４６

計 ２５ ，３９９
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　　　　　　　　　第８表愛知県におげる業種別
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７． ６９９

３０８

３４１

　１
８２３

３． ８５０

４１７

２０３

５０７

２１４

９９４

　３１

２１６

１９６５

１． ４８５

７． ５６４

　２４

　８５

　４０

２． ８６８

　５２

８． １８１

　１２

３１１

　１
６３７

４． ６６６

４９８

２９２

４３９

２３９

５． ２７６

　３０

２０５

１９６６　　　　　　　　１９６７

１． ７１７

７． ０９２

　１８

　９０

　４０

２． ９６１

　５７

８． ７４４

　６
３８７

　２
６５２

５． ２３６

６１８

２６０

５８３

２６７

３． ８９５

　３７

２０４

１９６８

１． ９４４　　　　　　１ ．９６１

７． ９１５　　　　　　８ ．１７７

　２２　　　　　２０

１９５　　　　２３４

　４９　　　　　６８
３． １４１　　　　　　３ ．６３５

　６０　　　　　５６
９． ２５０　　　　　　　８ ．９１５

　１０　　　　　１４

４５０　　　　７０７

　２　　　　　兄
７１１　　　　９００

７． ７３９　　　　　　１１ ．０５４

８０９　　　　９４６

２６２　　　　３３２

６０１　　　　７１９

４１９　　　　３４２

３． ９１７　　　　　　６ ．２３２

　３５　　　　　４１

２５６　　　　５１６

２８．９４６　　　　　３２．９０４　　　　　３２．８６４　　　　　３７．７８６　　　　　３８，２７７

（注）『工業統計表（用地 ・用水編）』各年版より 。

　まず，昭和３８年における工業用水（淡水）の使用量が最も多いのは，繊維工

業で，その使用量は８３万立方米（１目）程度で，県全体使用量の３３パーセソト

にあた っている。つついて化学工業の７５万立方米（１目）で，これは３０バーセ

ソトになる。つまり ，繊維工業と化学工業をあわせると ，６３バーセソトになり ，

愛知県の工業用水使用量（淡水）のほぼ３分の２をしめていたのである。それ

につづくのは，鉄鋼業と紙 ・バルプ製造業で，両者ともに２６万立方米程度で ，

両者あわせても２０バーセソトにしかならない。しかしながら，昭和３８年段階で

は， 繊維工業，化学工業，そして鉄鋼業と紙 ・パルプ製造業の四業種で愛知県

工業用水使用量（淡水）の８３パーセソトをしめていたということを念頭にとと

めておきたい 。

　そこで昭和５０年における工業用水使用量（淡水）をみると ，昭和３８年を基準

　　　　　　　　　　　　　　（４７８）
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工業用水使用量（淡水）推移　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ：１００ｍ３／日）

１９６９

２． ０６９

８． ４２４

　２５

　２３４

　９０
３． １９４

　４９
１２ ．４０３

　３３

　８０９

　　２

　９６７

１４ ．８３７

１． ０７５

　５２４

　７６６

　４０７

６． ８５１

　４１

　　九

１９７０

２． １５１

８． ８４９

　２４
　３４０

　９５
３． ０６９

　４６
１６ ．２６７

　１９

　６８８

　　５
１． ０７７

１８ ．０３５

１， ユ８３

　４０８

　７９０

　３９２

６． １０１

　４８
　７２１

・・，…１・・ ，…

１９７１

２． ２３９

８． ８１３

　４５
　３６８

　１０３

３． １２３

　５８
２３ ．７７３

　１９

　９１７

　　５

　９６８

２２ ．５０６

１． ！３７

　５２７

１， Ｏ０８

　４３９

５． ８８８

　４５

　　久

７２ ，７８１

１９７２

２， １３６

’９ ．５７８

　５６

　１３２

　１０２

３． １９９

　８９
２４ ．３８４

　１５

　６５１

　　５
１． ０３７

２３ ．８６５

１． １９７

　６２７

　９０７

　４６７

７． ０７８

　４９

　　九

１９７３

２． ０８０

９． ５３８

　７４
１． ５７２

　９９
３， Ｏ０６

　７１
２６ ．３３１

３． ０５２

１， ０８８

　　五
１． ０９７

２７ ．５８０

２． ５３８

１． ３９６

１， Ｏ０８

　４９８

２８ ．０８６

　４９

　　久

１９７４

２． ４５８

９． ０２８

　１２０

　１３１

　９０
３． ６６５

　７７
２６ ．９４９

３． ４６３

１． ５９８

　　１

　９３３

２９ ．７０１

１． ９１５

　６８１

１． ０８８

　９３２

２６ ．８４１

　５１

　９５６

１９７５

２． ８６８

９． ８０４

　９９

　１１４

　９０
４． ７７４

　９６
２８ ．７２８

４． ６２０

１． ５０８

　　１
１． ２２１

２９ ．３０２

２． ０８１

　７２３

１． １１９

１． ２２８

３２ ．５７７

　４７

　　尤

７６ ．５３２　　　　　　１０８ ．９８０　　　　　　１１０ ．６７７　　　　　　１２２ ，２１６

点とすれぱ，約４．８倍とな っている 。これは海水を含めた工業用水の増加５．３

倍には及ぱないにしても ，ほぼ同程度の増加をしていることがわかる。問題は ，

このように増加した工業用水使用量を，どの業種が主として使用しているかと

いうことである 。

　昭和５０年にいたる経過を業種別にみておくと ，繊維工業は若干の増減を各年

次において示しながらも ，昭和５０年に９８万立方米／目となり ，若干の増加とな

っている 。しかし，もはや愛知県内では第１位ではなく ，第４位の使用量とな

っている。次に化学工業であるが，昭和３８年の７５万立方米／目から，実に２８７

万立方米／目へと ，３．８倍の増加をしめしている。それにもかかわらず，業界

第３位へと低下している。鉄鋼業は，昭和３８年以降，急激な増加をはじめ，年

々その増加した結果，昭和５０年には２９３万立方米／目と ，対昭和３８年比で１１ ．３

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７９）
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倍， 業界第２位をしめるに至っている。輸送用機械は，昭和３８年段階では，７

万４千立方米／目の用水使用量で，業界第６位であ ったものが，昭和４０年，そ

して昭和４８年に飛躍的た増加をしめし，昭和５０年には，３２５万立方米／目とな

って，業界第１位の座を占めるに至 っている。紙 ・パノレプ製造業は，昭和５０年

に４７万立方米／目にな っているが，業界第４位から業界第５位へと転落してい

る。

　このような経過をみてくると，この期問におげる愛知県の工業用水使用量

（淡水）は，輸送用機械およぴ鉄鋼業，そして化学工業という重化学工業中心

に増加してきたということがわかる 。それと同時に，愛知県およぴ中思工業地

帯におげる工業用水確保計画が，まさしく重化学工業のためのものであ ったこ

とが，計画のうえだげでなく実際にもそのように施行されたのだということが

わかる。ちたみに，輸送用機械工業は，豊田市のトヨタ自動車工業，そして鉄

鋼業は新目鉄名古屋製鉄所によるものであろうと推測される。しかし，この点

は， 愛知県におげる各工業地区におげる工業用水使用量の年次別使用量の推移

によっ て確認しておく必要があろう 。第９表は愛知県における各工業地区別に

みた工業用水使用量（淡水）の推移である 。

　第９表をみてわかることは，愛知県におげる工業用水使用量（淡水）は，昭

第９表愛知県におげる工業地区別工業用水量推移（淡水）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ：１ ，０００ｍ３／目）

１９６４ １９６５ １９６６ １９６７ １９６８ １９６９ １９７０ １９７１ １９７２ １９７３ １９７４ １９７５

名古屋地区
１， ２８２ １， ４３０ １， ４８０ １， ８０９ ２， １４３ ２， ８５６ ３， ２０６ ４， ２６１ ４， ３４１ ５， １９８ ５， ４８４ ５， ９１０

東三河地区
１７１ １６９ １９０ ２１５ ２３０ ２５６ ３９５ ４２３ ４５０ ５５４ ５７４ ５３８

衣ケ浦地区
１４１ １７９ １６８ １８４ ２１０ ２２４ ２１５ ２８８ ３１０ ４０９ ４５７ ３９４

尾北 ・尾西地区 ４１２ ２９０ ２９９ ３５１ ３５２ ３７２ ４３８ ４４７ ５２２ ４９０ ４４５ ４７６

名古屋西部地区 ２３４ ２３１ ２２９ ２４０ ２６７ ２９３ ３１９ ２９９ ３５１ ３９９ ４８０ ７２５

名古屋北部地区 ２１７ １７６ ２１４ ２３８ ２７１ ２８８ ２５９ ２７３ ３３７ ３７２ ２９５ ３０３

西三河地区 ３０４ ６９８ ５９８ ６１３ ８２４ ９１１ １， ０３４ １， ０８１ １， １７４ ３， ３１５ ３， １７６ ３， ６９３

津島地区
６５ ７２ ７５ ８１ ９５ ８７ ９０ ９６ ９５ ８２ ７８ ９０

名古屋東部地区 ５７ ３５ ２７ ４２ ９１ ５３ ４１ ４７ ９４ ５２ ４７ ５９

計 ２， １９１ ３， ２８０ ３， ７８０ ３， ７７３ ４， ４８３ ５， ３４０ ５， ９９７ ７， ２１５ ７， ６７４ １０ ，８７１ １１ ，５３６ １２ ，１８８

『工業統計表（用地 ・用水編）』各年版より 。なお「計」のみは杉野が算出 。

　　　　　　　　　　　　　　　（４８０）
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和３９年段階では，名古屋地区が群を抜いて５８パーセソト強で第ユ位をしめ，第

２位以下は，尾北 ・尾西地区ユ９パーセソト ，西ゴ河地区１４パーセソトがこれに

続くという状況をしめしている。ところで，昭和５０年にたると ，工業用水使用

量（淡水）は全地区をあわせて昭和３９年対比で５．６倍弱の増加にな っている 。

ここでも第１位は名古屋地区で，５９１万立方米／日の使用量を示し，愛知県全

体の４８パーセソト強にな っている 。Ｌかし，注目すべきは西三河地区の工業用

水使用量（淡水）である。ここでは，昭和５０年には３６９万立方米／目となり ，昭

和３９年対比で，なんとユ２倍以上の増加となり ，愛知県での工業用水使用量（淡

水）では第２位とな っているのである 。この西ご河地区というのは，豊田市・

岡崎市を合む地域で白動車工業の立地にともなう工業用水使用量の増加という

ことがわかる 。

　その他の工業地区についていえば，名古屋西部工業地区が昭和５０年に７２万立

方米／目をしめしているのが，やや目立つくらいで，他は５０万立方米／目程度で ，

増加率としてはともかく ，用水使用量としては余りたいしたことはない・つま

り， 愛知県における工業用水使用最（淡水）でみるかぎり ，名古屋工業地区と

西三河工業地区で，９６０万立方米，愛知県全体の７９バーセソトをしめているの

である 。したが って，愛知県における工業用水使用量の増加は，業種的には輸

送用機械工業と鉄鋼業，それに化学工業であ ったが，これを地区別にみると ，

名古屋工業地区と西三河工業地区を中心にして増加したということができ乱

　西三河工業地区における工業用水（淡水）の使用量の増加が，輸送用機械工

業， 主として白動車製造工業にもとづくものであ ったということは，もはや統

計表を用いることもたい常識的なことであるが，名古屋工業地区においては ，

どのようた業種で用水使用量が増加したのであろうか。少くとも，われわれが

いままでみてきたことから推察すれぼ，鉄鋼業と化学工業ではないかといえる

けれども ，この点は統計表で調べてみることにしよう 。

　第１０表は，名古屋工業地区における工業用水（淡水）の使用量推移を業種別

についてみたものである 。

　この第１０表からわかることは，昭和３９年段階では，化学工業が５８万７千立方

　　　　　　　　　　　　　　　　（４８１）
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第１０表　名古屋工業地区における工業用水需要量（淡水，業種別）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位
：１ ，ｏｏｏ　ｍ３／日）

１１…ｌ１…ｌ１・・・・…ｌ１…１・…ｌ１…ｌ１・・１ｌ１…１・・・・・…ｌ１…

食品３８５８５３４９４５４９５０６２６２７７１１４１０９
繊維１１６１１８１１４１１３１１７１１２１０３９９８７１０３９４１５２

繊維製品　１　１　１　ユ　１　１　１　１　１　１　 ７　２

木材 ・木製品　　６　８　８　 １９　２２ 　２１ 　３１ 　３３　８　 ９　６　５
家具装備品　　１　 ２　１　 ２　２　２　 ２　１　１　１　１　１
紙・ パルプ　３９　４５　３１ 　２７ 　４０　３６　２４　２３　４０ 　３６　３８　３５

出版 ・印刷　　４ 　４ 　５ 　５ 　５ 　４ 　４ 　５ 　８ 　６　 ７　８

化　　学５８７６４２６５４７１１６８７９９５１．２０６１ ．８５３１ ．８６２１ ．９９８２．０４８２，２１４

石油 ・石炭製品　　３１　　 １　　 １　　 ０　　 １　　 ２　　 １　　 １　　 １　３０５　３４６　 ４６１

ゴム 製品　６　５　６　 ４　５　５　７　６　６　６　８　８

皮　革０００００久１父００００窯　業２７２９２０２８３２３５３０３０２８２６２７１９
鉄　　鋼３０８３９１４４１６７４１ ．０００１ ．３７１１ ．５３４１ ．９２５２．０１８２．３３３２．５００２，５１８

非鉄金属　３４ 　４０　５１　７０　７９　９１　９７　９１　９０１１５１１８１１６

金属１０１０１２１４１６２３１６１６２５２４２９２６
一般機械　２２　１７　２４　１８　２２　２５　２３　３４　３１　３７　４４　３９

電気機械　１７　１６　１９　１９　１８ 　２０ 　１７　１３　１３　１１　１３　１６

輸送用機械　 ２４ 　２９ 　３０ 　４２ 　４２ 　５０ 　５６ 　５８　８３　 ９７ 　８８ 　１６８

緒密機械　 ２　２　 ２　 ２　 ２　 ２　３　２　１　２　２　２

その他９１３８１０７久４５１１１１９１０
計　１・・…１，・・１１ ，・・１１

，…１・
，１… ，・… ，・・１・，・… ，・… ，・… ，・… ，・１１

ｒ工業統計表（用地 ・用水編）』各年版による 。

米／目で第１位，鉄鋼業が３０万８千立方米／日で第２位をしめている 。そして繊

維工業が１ユ万６千立方米／日で第３位につづいている。上位２業種では，地区

全体の約７０％をしめ，第３位まで含めると ，７９刎こ達し，ほぼこの３業種で ，

名古屋地区の工業用水の大半を使用していたということがわかる。しかしなが

ら， 昭和５０年になると事態はやや異な ったものにた ってくる。この地区での工

業用水使用量は，昭和３９年から昭和５０年にかけて，４．６倍に増加している。こ

れを業種別にみると ，化学工業は，３．７倍，の増加にとどまっ たのに対して鉄

鋼業は８．２倍に急増しているのである。結果的にみれば，昭和５０年には鉄鋼業

が２５１万立方米／日で第ユ位，化学工業は２２１万立方米／目で第２位と ，その順

位は逆転しているのである 。昭和３９年に第３位であ った繊維工業は１５万２千立

　　　　　　　　　　　　　　　（４８２）
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方米と僅かにしか増加しておらず，輸送用機械工業の１６万８千立方米／目に追

い抜かれて，地区業界の第４位に転落しているのである。これは，繊維工業自

体の伸び悩みにもとづくことは，説明するまでもあるまい 。

　したが って，名古屋工業地区でみるかぎり ，われわれの推察とおり ，鉄鋼業

と化学工業における工業用水（淡水）使用量の増大が，地区用水使用最の内実

をたすものであ ったということ ，そしてこの２業種で，地区全体に占める比重

は８０パーセソトとなり ，昭和３９年に比して約１０パーセソトもその比重を増大さ

せているという事実が明らかとなるのである 。

　以上，われわれは，高度経済成長期，およびそれ以降の時期をも合めて，愛

知県を中心とした中京工業地帯におげる工業用水使用量の推移をみてきた。そ

の結果，まさしく目本資本主義の高度成長を担った地域として，千葉県と愛知

県が，工業用水使用量という視点からうかびあが ってきた。しかも ，愛知県の

中では，輸送用機械工業と鉄鋼業，それに化学工業という３つの業種がその中

軸をなしていたのである。この３つの業種は目本資本主義の産業構成の高度化 ，

すなわち重化学工業化にまさしく対応するものであ った。また，工業地区別に

みると ，西ご河地区で輸送用機械工業と ，名古屋工業地区における鉄鋼業と化

学工業がその中心であ ったことも ，また明らかにな った事実である。地区別お

よび業種別に特化されたかたちでの工業用水の利用形態は，まっ たくもっ て，

中夙工業地帯，愛知県工業地区の重化学工業化計画，そしてそのための工業用

水確保計画が，着実に施行されたということが，本節で明らかとな ったのであ

る。

　計画化とその実現，だがその具体的な杜会経済的内容の分析はなされていな

い。 それは，次の第３節以降で，愛知用水にかかわる工業用水の確保という点

を中心に分析をすすめたいと思う 。

（４８３）




